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甲
南
大
学
法
学
会
会
則

�

平
成
一
六
年
五
月
一
八
日
改
正　
　

第
一
条　

本
会
は
、
甲
南
大
学
法
学
会
と
称
し
、
事
務
局
を
法
学
部
に
お
く
。

第
二
条　

本
会
は
、
法
学
部
及
び
法
科
大
学
院
の
教
員
、
並
び
に
法
学
部
学
生

及
び
法
学
部
研
究
生
に
よ
っ
て
組
織
す
る
。

第
三
条　

本
会
は
、
法
学
及
び
政
治
学
の
研
究
並
び
に
普
及
を
目
的
と
す
る
。

第
四
条　

本
会
は
前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
事
業
を
行
う
。

�

一　

研
究
会
の
開
催

�

二　

講
演
会
の
開
催

�

三　

機
関
紙
の
発
行

�

四　

研
究
・
教
育
資
料
の
収
集
及
び
管
理

�

五　

そ
の
他
、
本
会
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
適
当
と
認
め
ら
れ

る
事
業

第
五
条　

本
会
に
最
高
決
議
機
関
と
し
て
総
会
を
お
く
。
詳
し
く
は
別
に
定
め

る
。

第
六
条　

本
会
に
、
本
会
則
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
運
営
を
行
う
た
め
に
評
議

員
会
を
お
く
。
詳
し
く
は
別
に
定
め
る
。
評
議
員
会
を
主
催
し
、
法

学
会
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て
、
評
議
員
長
を
お
く
。
評
議
員
長
は
、

法
学
部
長
が
こ
れ
を
務
め
る
。

第
七
条　

本
会
に
、
本
会
則
に
定
め
ら
れ
た
事
業
の
運
営
を
行
う
た
め
に
必
要

な
予
算
案
を
作
成
す
る
た
め
に
予
算
委
員
会
を
お
く
。
詳
し
く
は
別

に
定
め
る
。

第
八
条　

本
会
に
監
査
委
員
会
を
お
く
。
監
査
委
員
会
は
、
教
員
二
名
の
委
員

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
任
期
は
一
年
と
す
る
。
評
議
員
長
は
、
総
会

後
遅
滞
な
く
、
監
査
委
員
を
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条　

本
会
の
経
費
は
会
費
、事
業
収
入
、寄
附
金
及
び
本
学
助
成
金
を
も
っ

て
こ
れ
に
あ
て
る
。

�

会
員
は
、
会
費
の
納
入
の
義
務
を
負
う
。
会
費
に
つ
い
て
は
別
に
定

め
る
。

第
十
条　

本
会
則
の
改
正
は
総
会
の
決
議
に
よ
る
。

　
　
　

総　

会　

規　

程

�

平
成
一
四
年
五
月
七
日
改
正　
　

第
一
条　

甲
南
大
学
法
学
会
会
則
第
五
条
に
も
と
づ
い
て
本
規
程
を
定
め
る
。

第
二
条　

総
会
は
、
本
会
会
員
の
全
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。

第
三
条　

定
期
総
会
は
、
毎
年
度
は
じ
め
二
ケ
月
以
内
に
評
議
員
長
の
招
集
に

よ
り
開
か
れ
る
。
但
し
、
一
週
間
前
に
掲
示
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

第
四
条　

総
会
は
全
会
員
の
二
十
分
の
一
以
上
の
出
席
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ

の
決
議
は
出
席
会
員
の
過
半
数
に
よ
る
。
但
し
、
委
任
状
は
出
席
会

員
数
を
超
え
な
い
限
度
で
定
足
数
に
算
入
さ
れ
る
が
、
決
議
に
は
算

入
さ
れ
な
い
。

第
五
条　

総
会
の
議
長
及
び
副
議
長
に
つ
い
て
は
す
べ
て
の
議
案
に
先
立
っ
て

総
会
の
場
で
選
出
さ
れ
る
。
但
し
、
立
候
補
及
び
推
薦
の
無
い
と
き

に
は
あ
ら
か
じ
め
評
議
員
会
に
よ
り
依
頼
さ
れ
た
者
が
総
会
の
承
認



を
得
て
そ
の
任
に
着
く
。

第
六
条　

定
期
総
会
は
次
の
事
項
に
つ
い
て
審
議
、
承
認
す
る
。

�

一　

予
算
及
び
活
動
方
針

�

二　

決
算
、
監
査
報
告
及
び
活
動
報
告

�

三　

そ
の
他
重
要
な
事
項

第
七
条　

臨
時
総
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
あ
た
る
場
合
、
二
週
間
以

内
に
評
議
員
長
の
招
集
に
よ
り
開
か
れ
る
。

�

一　

評
議
員
会
が
必
要
と
認
め
た
と
き

�

二　

本
会
会
員
二
十
名
以
上
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き

第
八
条　

本
規
程
の
改
正
は
総
会
の
決
議
に
よ
る
。

　
　
　

評
議
員
会
規
程

�

平
成
一
六
年
五
月
一
八
日
改
正　
　

第
一
条　

甲
南
大
学
法
学
会
会
則
第
六
条
に
も
と
づ
い
て
本
規
程
を
定
め
る
。

第
二
条　

評
議
員
会
は
、
評
議
員
長
及
び
評
議
員
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
評

議
員
の
定
員
は
、
教
員
会
員
か
ら
評
議
員
長
を
含
む
五
名
、
学
生
会

員
か
ら
五
名
と
し
、
任
期
は
一
年
と
す
る
。

第
二
条
の
二　

削
除

第
二
条
の
三　

教
員
評
議
員
は
、
法
学
部
教
授
会
の
推
薦
に
基
づ
き
、
評
議
員

長
が
、
就
任
後
遅
滞
な
く
、
任
命
す
る
。
学
生
評
議
員
は
、
前
年
度

の
学
生
評
議
員
補
佐
よ
り
選
出
さ
れ
た
二
年
生
の
候
補
者
の
中
か�

ら
、
前
年
度
の
評
議
員
会
の
推
薦
に
基
づ
き
、
評
議
員
長
が
、
就
任

後
遅
滞
な
く
、
任
命
す
る
。
学
生
評
議
員
補
佐
は
、
各
基
礎
ゼ
ミ
ナ

ー
ル
よ
り
選
出
さ
れ
た
一
年
生
が
そ
の
任
に
あ
た
る
。
学
生
評
議
員

の
候
補
者
が
評
議
員
の
定
員
を
超
え
る
場
合
に
は
、
定
員
を
超
え
る

当
該
候
補
者
は
、
評
議
員
補
佐
と
し
て
、
評
議
員
会
に
お
け
る
議
決

権
を
除
き
評
議
員
と
対
等
の
地
位
に
お
い
て
法
学
会
の
活
動
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条　

評
議
員
会
は
、
評
議
員
長
の
招
集
に
よ
り
原
則
と
し
て
月
に
一
度
の

定
例
会
を
行
う
ほ
か
、
三
名
以
上
の
評
議
員
の
要
請
が
あ
っ
た
と�

き
、
又
は
評
議
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
臨
時
に
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

第
四
条　

評
議
員
会
は
、
評
議
員
の
過
半
数
の
出
席
に
よ
っ
て
成
立
し
、
そ
の

決
議
は
出
席
評
議
員
の
過
半
数
に
よ
る
。
但
し
、
委
任
状
に
つ
い
て

は
総
会
規
程
に
準
じ
る
。

第
五
条　

評
議
員
長
は
、
就
任
後
遅
滞
な
く
、
教
員
評
議
員
を
左
に
掲
げ
る
役

員
に
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

一　

副
評
議
員
長

�

二　

経
理
部
長

�

三　

企
画
部
長

�

四　

編
集
部
長

�

学
生
評
議
員
は
、
本
人
の
希
望
等
を
考
慮
し
て
、
経
理
部
、
企
画
部

及
び
編
集
部
に
配
属
さ
れ
る
。

第
六
条　

評
議
員
長
は
、
評
議
員
会
を
主
催
し
、
法
学
会
を
代
表
す
る
。

第
七
条　

副
評
議
員
長
は
、
評
議
員
長
を
補
佐
し
、
評
議
員
長
に
支
障
あ
る
と

き
は
、
こ
れ
を
代
行
す
る
。



第
七
条
の
二　

削
除

第
八
条　

経
理
部
は
、
会
計
事
務
を
総
轄
す
る
。
予
算
に
計
上
さ
れ
た
費
目
に

関
す
る
具
体
的
な
支
出
額
、
支
出
方
法
及
び
支
出
時
期
に
つ
い
て�

は
、
評
議
員
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。
予
算
外
の
支
出
に
は
、
評

議
員
会
の
承
認
に
基
づ
き
、
予
備
費
を
当
て
る
。
た
だ
し
、
一
件
に

つ
き
一
万
円
以
下
の
予
算
外
支
出
に
つ
い
て
、
緊
急
の
必
要
あ
る
と

き
は
、
経
理
部
長
の
承
認
で
足
り
る
。

�

こ
の
場
合
、
経
理
部
長
は
、
支
出
後
の
最
初
の
評
議
員
会
に
支
出
の

趣
旨
、
対
象
、
金
額
及
び
時
期
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条　

企
画
部
は
、
研
究
会
の
開
催
、
講
演
会
の
開
催
等
の
事
業
を
企
画
、

宣
伝
、
実
施
す
る
。

第
十
条　

編
集
部
は
、
本
会
の
機
関
刊
行
物
を
編
集
発
行
す
る
。

第
十
条
の
二　

削
除

第
十
一
条　

削
除

第
十
二
条　

法
学
会
の
目
的
に
照
ら
し
業
務
執
行
に
著
し
い
支
障
が
あ
る
と
き

は
、
評
議
員
長
は
評
議
員
会
の
議
を
経
て
当
該
評
議
員
を
解
任
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
特
に
情
状
の
重
い
場
合
に
は
、
評
議
員
長
は
評
議

員
会
の
議
を
経
て
当
該
評
議
員
を
法
学
会
か
ら
除
名
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
十
三
条　

本
規
程
の
改
正
は
総
会
の
決
議
に
よ
る
。


